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1.調査の名称 
ウェルピア伊予に関するサウンディング型市場調査 
 
 

2. 調査の背景と目的 
ウェルピア伊予はスポーツや文化、保養、レジャー、飲食、宿泊など多様な機能を有してお

りますが、主要施設は建築から約 45 年が経過し、一般的な施設の改修時期を超過している状
態にあります。この状況を受けて市では市⺠や⺠間企業、⾏政が協⼒して最も効果的で価値の
ある活用方法を検討しています。 

本調査は、ウェルピア伊予における機能の最適化及び官⺠連携による地域価値の向上を図
るため、⺠間事業者の皆様から広く意⾒・アイデアを把握し、今後の事業化に向けた検討を⾏
うことを目的として実施するものです。 
 
 
3.実施概要 
3.1 対象者 

本調査の参加対象者は、公共施設の整備・維持・管理・運営等の実績や PRE（公的不動産）
の活用実績を有する法人、又は今後それらに参画する意向を有する法人とします。なお、業
種・業態は問いません。 

ただし、次のいずれかに該当する者は参加対象者として認めません。 
・会社更生法に基づく更生手続開始の申立てをしている者 
・⺠事再生法に基づく再生手続開始の申立てをしている者 
・破産法に基づく破産手続開始の申立てをしている者 
・会社法に基づく特別清算開始の申立てをしている者 
・暴⼒団及びその利益となる活動を⾏う者 
・伊予市税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納している者 
 
 

3.2 実施スケジュール（予定） 
・【令和 8 年 7 月 10 日（金）】 実施要領公表 参加申込書受付開始 
・【令和 8 年 7 月 17 日（金）】 質問書の受付期限 
・【令和 8 年 7 月 24 日（金）】 質問書の回答 
・【令和 8 年 7 月 31 日（金）】 参加申込書提出期限  
・【令和 8 年 8 月 28 日（金）】 調査票提出期限  
・【令和 8 年 9 月下旬】               実施結果概要の公表   
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3.3 各種手続 
3.3.1 参加申込書提出及び調査票の配付 

本調査への参加を希望する者は、参加申込書を電子メールにて提出してください。提出後、
一両日中を目安に調査票を送付します。件名には「ウェルピア伊予参加申込書_事業者名」と
してください。また、送信後、受信確認の電話をお願いします。なお、対象者に該当しないと
判断した場合は、調査票を送付しない場合があります。 

・提出期限：【令和 8 年 7 月 31 日（金）】 
・提出書類：参加申込書（様式 1） 

 
3.3.2 質問の受付 

本調査について質問がある者は、質問書に記入の上、電子メールにて提出してください。件
名には「ウェルピア伊予質問書_事業者名」としてください。また、送信後、受信確認の電話
をお願いします。 

質問に対する回答は、取りまとめの上、令和 8 年 7 月 24 日（金）頃、市ホームページに掲
載します。 

・受付期間：【令和 8 年 7 月 10 日（金）〜17 日（金）】 
・提出書類：質問書（様式 2） 

 
3.3.3 調査票提出 

参加申込者に送付した調査票に必要事項を記入の上、電子メールにて提出してください。必
要に応じて補足資料を添付してください。件名には「ウェルピア伊予調査票_事業者名」とし
てください。また、送信後、受信確認の電話をお願いします。 

 
・提出期限：【令和 8 年 8 月 28 日（金）17：00】 
・提出書類：調査票（様式 3） 
なお、必要に応じて、回答内容に関する意⾒交換（ヒアリング）や文書照会を⾏う場合が

あります。その際はご協⼒をお願いします。 
 
 
4.対象地の概要（別紙） 

※ウェルピア伊予の概要（令和 6 年度調査時点） 
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5.対象地のまちづくりの将来像 
ウェルピア伊予は上位計画で位置づけられた次の内容に沿った土地利用が求められます。 

・個性豊かな文化の振興【第 2 次伊予市総合計画後期基本計画】 
・観光・レクリエーション拠点、災害時の避難場所や物資輸送の中心となる防災拠点【松山広

域都市計画区域マスタープラン】 
・都市総合文化施設として、より質の高いサービスを最少の経費で提供するための運営を図る

ほか、施設を有効活用するための方策を幅広く検討。広域避難地として避難上確保されるべ
き機能を充実するとともに、地域活性化に向けた土地利用の在り方について検討【第２次伊
予市都市計画マスタープラン】 

・レクリエーションや健康づくり、文化活動など様々なアクティビティを生み出す拠点（都市
機能誘導区域）【伊予市立地適正化計画】 

・スポーツ・レクリエーション・文化交流拠点としての利用を促進するとともに、避難空間と
しての機能の充実を図り、安全、安心で活⼒あるまちづくりに資することを目指す【下三谷
地区計画】 

→これらを踏まえて令和 8 年 3 月に実施したウェルピア伊予に関するアンケートでは「市⺠
の皆さまの交流施設（コンベンション施設）、防災拠点の役割は維持」として調査を実施 

※別紙 1-3 上位関連計画の位置づけより 
 
 

6. 意見・アイデアを求める内容 
本調査では、次の事項について、意⾒・提案をお聞かせください。 

・5.対象地のまちづくりの将来像に沿った⼟地利⽤の実現に向けたアイデアや条件 

・上記が難しい場合の代替のアイデアや条件 

・既存の一部機能の継続・運営の可能性や条件 

・事業手法（⼟地の購入等） 

・事業計画（事業者公募の必要期間、契約について、事業着手時期等） 

・その他、対象地の活⽤に関する自由提案 

※土地利用規制の⾒直しを伴う提案についても提出を認めます。 
なお、回答に当たっては、調査票の設問に沿って記入ください。必要に応じて、補足資料を

提出してください。 
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7.留意事項 
・本調査への参加に要する費用（書類作成費用等）は、参加者の負担とします。 
・本調査への参加実績は、将来実施される公募等において優位性を持つものではありません。 
・ご提出いただいた調査票及び補足資料は返却しません。なお、提出書類の著作権は提出者に

帰属します。 
・実施結果は、実施概要、参加事業者数、主な意⾒等について、市ホームページで公表する予

定です。なお、参加者の名称、及びノウハウに関する内容は公表しません。 
 
 
8.提出先・問合せ先 

伊予市 産業建設部 都市整備課 （担当：武智、井上） 
〒799-3193 伊予市米湊 820 

Tel：089-909-6360（直通） 
メールアドレス：toshiseibi@city.iyo.lg.jp 
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■参考 市⺠アンケート結果 
令和 8 年 3 月に実施したウェルピア伊予に関するアンケート結果は以下のとおりでした。

（調査概要：https://www.city.iyo.lg.jp/toshijyutaku/ulerupia.html） 

 

 
 


